
 

各事業会計の運営状況 

 

 

○受託事業会計 

 

 本年度は、県単土木事業等における調査測量設計積算業務 213箇所（事業費 1,007,729千円）

を受託し、これに対する受託料として 29,520,750円（前年度比 53.9％減）を収入しました。又、

業務指導等受託料 9,368,429 円、監督補助等業務受託料 53,491,200 円など、事業活動収入

172,594,055円と投資活動収入 52,307,564円をあわせ、収入合計 224,901,619円となりました。 

一方、事業活動支出として 186,675,377円、投資活動支出として 33,645,559円を支出し、支出

合計 220,320,936円となりました。この結果 4,580,683円の当期収支差額となり、次期繰越収支

差額は 145,808,805円となりました。 

 

 

 

○公園管理事業会計 

 

本年度は、日峯大神子広域公園等管理運営業務受託料 199,500,000円と、雑収入 497,400円を

あわせ、収入合計 199,997,400円となりました。 

一方、事業活動支出として 186,407,351 円、投資活動支出として、317,100 円を支出し、支出

合計 186,724,451円となりました。この結果 13,272,949円の当期収支差額となり、次期繰越収支

差額は 58,988,390円となりました。 

 

 

 

なお、受託事業会計・公園管理事業会計の２事業会計の合計としては、 

 

収入の部では、事業活動収入 372,591,455円など、計 424,899,019円となりました。 

一方、支出の部では、事業活動支出 373,082,728円など、計 407,045,387円となり、この結果、

２事業会計合計の当期収支差額は 17,853,632円で、次期繰越収支差額は、204,797,195円とな 

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



評議員会及び理事会の開催 

（１）  平成 23年 6月 6日 14時から、県職員会館２階会議室において第 11回評議員会を開催し、

評議員現在数 15名のうち出席評議員 3名、委任状提出評議員 12名にて次の議案につき審議

の結果、原案どおり了承されました。又、同 15時 23分から第 76回理事会を開催し、理事

現在数 10名のうち出席理事 7名、委任状提出理事 3名にて、次の議案につき、審議の結果、

原案どおり可決されました。 

第 1号議案 平成 22年度事業報告について 

第 2号議案 平成 22年度決算について 

 

（２） 平成 24年 3月 15日 13時 55分から、県職員会館２階会議室において第 12回評議員会を

開催し、評議員現在数 15名のうち出席評議員 3名、委任状提出評議員 12名にて、次の議案

につき審議の結果、原案どおり了承されました。又、同 15時 30分から、第 77回理事会を

開催し、理事現在数 10名のうち出席理事 8名、委任状提出理事 2名にて、次の議案につき

審議の結果、原案どおり可決されました。 

第 1号議案 平成 23年度収支補正予算について 

第 2号議案 平成 24年度事業計画について 

第 3号議案 平成 24年度収支予算について 

第 4号議案 公益法人制度改革への対応について 

 

（３） 平成 23年 5月 1日、評議員の選任について各理事に回議し、可決されました。 

 

監査の実施 

平成 23年 5月 31日及び平成 23年 6月 2日、平成 22年度決算について監事から監査を

受けました。 

監査の結果、会計証拠書類、帳簿等業務内容について適正であると認められました。 


